
第１０回 木曽川文化圏市町合併協議会 
 

と き 平成１５年１１月２８日（金） 
    午後２時から    

ところ  各務原市産業文化センター 
                      ８階 第１特別会議室 
１．開 会 
 
２．会長あいさつ 
 
３．議 題 
 〈継続協議事項〉 
   協議第３７号 高齢者福祉事業の取扱いについて 
 
 〈協議事項〉 
   協議第４７号 事務組織及び機構の取扱いについて 
   協議第４８号 消防防災関係事業（常備消防・消防団）の取扱いについて 
   協議第４９号 社会教育事業（スポーツ関係施設）の取扱いについて 
   協議第５０号 姉妹都市・国際交流事業（海外派遣事業等）の取扱いにつ 
          いて 

 
４．その他 
 〈確認事項〉 
   ○「合併協議項目」の協議状況について   
   ○第１１回以降の合併協議会開催日程等について 

 
５．閉 会 



協 議 事 項 

第１０回 木曽川文化圏市町合併協議会 



協議第４７号 

 

 

 

事務組織及び機構の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

現在の川島町役場については、適切な住民サービスを提供するため、

（仮称）川島振興局を設置する。 

なお、各務原市の「事務組織及び機構」については、現行のまま存続

する。 

 

  

 

 



専
門
部
会

企
画

財
政
部
会

合
併

後
以

下
の

方
針

に
よ

り
（

仮
称

）
川

島
振

興
局
を
設
置
す
る
。

新
市
行
政
組
織
図

◆
適

切
な

住
民

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
◆

地
域

の
課

題
の

迅
速

か
つ

的
確

な
対

応
市

長
◆

合
併

後
の

事
務

の
円

滑
化

助
役

<
実
施

す
る

事
務

は
お

お
む

ね
次

の
と

お
り
と
す
る
>

企
画

財
政

部
・

庁
舎

、
財

産
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

総
務

部
・

広
聴

、
自

治
組

織
（

町
内

会
）

に
関

す
る
こ
と

市
民

部
・

各
種

相
談

に
関

す
る

こ
と

環
境

部
・

川
島

地
区

の
道

路
等

の
維

持
補

修
に

関
す
る
こ
と

健
康

福
祉

部
・

戸
籍

、
住

民
基

本
台

帳
、

国
民

年
金

資
格
、
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と

産
業

部
・

印
鑑

登
録

、
身

分
証

明
書

等
に

関
す

る
こ
と

都
市

建
設

部
・

埋
火

葬
の

許
可

に
関

す
る

こ
と

水
道

部
（

下
水

道
）

・
市

税
に

関
す

る
証

明
書

の
交

付
に

関
す

る
こ
と

（
仮

称
）

川
島

振
興

局
・

市
税

、
上

下
水

道
、

国
民

健
康

保
険

料
の
収
納
に
関
す
る
こ
と

・
老

人
福

祉
、

児
童

福
祉

、
母

子
福

祉
、

身
体
障
害
者
福
祉
、
生
活
保
護
等
に
関
す
る
こ
と

水
道

部
（

上
水

道
）

《
参

考
》

収
入

役
新

市
に

お
け

る
川

島
地

区
の

主
要

公
共

施
設

○
各

務
原

市
（

仮
称

）
川

島
振

興
局

←
【
川
島
町
役
場
】

消
防

本
部

○
各

務
原

市
川

島
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
←

【
川
島
町
保
健
セ
ン
タ
ー
】

教
育

委
員

会
市

議
会

○
各

務
原

市
川

島
公

民
館

←
【
川
島
町
公
民
館
】

選
挙

管
理

委
員

会
監

査
委

員
○

各
務

原
市

川
島

生
き

が
い

セ
ン

タ
ー

←
【
川
島
町
生
き
が
い
セ
ン
タ
ー
】

公
平

委
員

会
農

業
委

員
会

○
各

務
原

市
川

島
ほ

ん
の

家
←

【
川
島
町
ほ
ん
の
家
】

固
定

資
産

評
価

審
査

委
員

会

○
各

務
原

市
川

島
ふ

る
さ

と
史

料
館

←
【
川
島
町
ふ
る
さ
と
史
料
館
】

○
各

務
原

市
（

仮
称

）
川

島
学

校
給

食
セ

ン
タ
ー

←
【
川
島
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
】

調
整

の
方

針
　

現
在

の
川

島
町

役
場
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
（
仮
称

）
川

島
振

興
局

を
設

置
す

る
。

　
な

お
、

各
務

原
市

の
「
事
務
組
織
及
び
機
構
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
存
続
す
る
。

調
整
方

針

協
議

項
目

　
事

務
組

織
及

び
機

構
の
取
扱
い

　
事

務
組

織
及

び
機

構
の

取
扱

い
協
議
細

目

【
　
】
内
は

現
在
の
名
称
で
す

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



協議第４８号 

 

 

 

消防防災関係事業（常備消防・消防団）の取扱いについて（案） 

 

 

 

 

 

 

 常備消防については、羽島郡広域連合の解散と同時に新市へ引き継ぐ

ものとする。消防体制については、現体制以上の強化が図られるよう新

市において決定する。 

 消防団については、各務原市の現行制度に統一する。 

なお、統一により格差の生じる川島地区の消防団員の報酬等について

は、緩和措置を講ずる。 

 

 

 



専
門
部
会

消
防
部

会

１
．

組
織

【
参

考
】

岐
阜

市
広

域
合

併
協

議
会

に
お

け
る

常
備

消
防
の
調
整
方
針
（
抜
粋
）

「
（

１
）

羽
島

市
の

常
備

消
防

に
つ

い
て

は
、
現
行
の
署
体
制
を
岐
阜
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
羽

島
郡

広
域

連
合

の
常

備
消

防
に

つ
い

て
は

解
散

し
、
柳

津
町

、
笠

松

協
議
細
目

調
整

の
方

針

各
務

原
市

川
島
町

調
整

方
針

常
備

消
防

調
整
方

針

協
議

項
目

　
常

備
消

防
に

つ
い

て
は
、
羽
島
郡
広
域
連
合
の
解
散
と
同
時
に
新
市
へ
引
き
継
ぐ
も
の
と

す
る

。
消

防
体

制
に

つ
い

て
は

、
現

体
制

以
上

の
強

化
が

図
ら

れ
る

よ
う

新
市

に
お

い
て

決
定
す
る
。

　
消

防
団

に
つ

い
て

は
、
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
。
な
お
、
統
一
に
よ
り
格
差

の
生

じ
る

川
島

地
区

の
消

防
団

員
の

報
酬

等
に

つ
い

て
は

、
緩

和
措

置
を

講
ず

る
。

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱
い

　
消

防
防

災
関

係
事

業
（

常
備

消
防

・
消

防
団

）

各
務

原
市

　
消

防
本

部

総
務

課

予
防

課

警
防

課

指
令

課

西
消

防
署

東
消

防
署

北
消

防
署

南
消

防
署

尾
崎

出
張

所

み
ど

り
坂

出
張

所

羽
島

郡
広

域
連

合
　

　
　

　
消

防
本

部

総
務

課

予
防

課

警
防

課

西
消

防

東
消

防

指
令

課

柳
津

分
署

川
島

分
署

各
務

原
市

　
消

防
本

部

総
務

課

予
防

課

警
防

課

指
令

課

西
消

防
署

東
消

防
署

北
消

防
署

南
消

防
署

尾
崎

出
張

所

み
ど

り
坂

出
張

所

川
島

分
署

新
市

に
お

け
る

消
防

体
制

（
羽
島
郡
広
域
連
合
解
散
後
）

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門
部
会

消
防
部

会

各
務

原
市

消
防

団
川
島
町
消
防
団

各
務

原
市

消
防

団
と

す
る

。
①

本
市

に
居

住
す

る
年

齢
満

１
８

歳
以
上
の
者

①
②

志
操

堅
固

で
、

か
つ

、
身

体
強

健
な
者

②
年
齢
２
０
歳
以
上
の
者

①
本

市
に

居
住

又
は

勤
務
す

る
年

齢
満

１
８

歳
以

上
の

者
③

②
志

操
堅

固
で

、
か

つ
、

身
体

強
健

な
者

○
定

員
６

０
０

人
、

９
分

団
、

１
７

部
、
５
５
班
体
制

○
定
員
１
２
０
人
、
６
分
団
体
制

<
平

成
1
7
年

度
か

ら
の

組
織

>

１
人

１
人

各
務

原
市

の
任

用
要

件
に

「
又

は
勤

務
」

を
加

え
統

一
す

る
。

１
人

６
１

人
５

７
７

人
６

人
１

１
人

１
１

人
２

３
人

部
　

長
班

　
長

団
　
員

 ７
７

人
　

５
０

４
人

１
７

人
５

５
人

１
０
人

１
８
人

部
　
長

班
　
長

部
　

長

志
操
堅
固
で
、
か
つ
、
身
体
強

健
な
者

当
該
消
防
団
の
区
域
内
に
居
住

し
、
又
は
勤
務
す
る
者

３
．

組
織

及
び

定
数

消
防

団

１
．

名
称

２
．

任
用

要
件

調
整
方

針

協
議

項
目

各
務

原
市

川
島
町

調
整

方
針

#
R
E
F
!

#
R
E
F
!

協
議
細

目

団
長

副
団

長
分

団
長

副
分

団
長

団
　

員

　
川

島
町

消
防

団
は

、
再

編
し

（
２

分
団

、
６

部
、

６
班

体
制

）
、

各
務

原
市

消
防

団
に

統
合

す
る

。
ま

た
、

新
市

に
お

い
て

の
定

員
を

６
９

０
名

（
１

１
分

団
、

２
３

部
、

６
１

班
体

制
）

と
す

る
。

た
だ

し
、

平
成

１
６

年
度

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

旧
市

町
の

現
行

制
度

の
と

お
り

と
す

る
。

団
長

副
団

長
分

団
長

副
分

団
長

分
団
長

副
分
団
長

５
人

９
人

９
人

２
人

６
人

６
人

班
　

長
団

　
員

団
長

副
団
長

団
本

部
第

２
分

団

第
８

分
団

音
楽

隊
分

団

団
長

副
団

長
  

５
名

第
１

消
防

部

第
２

消
防

部

第
１

消
防

部

第
２

消
防

部

１
～

５
班

１
～

５
班

１
～

２
班

１
～

２
班

１
～

３
班

１
～

３
班

第
１

分
団

第
１

消
防

部

第
２

消
防

部

本
部

分
団

第
１

分
団

第
２

分
団

第
５

分
団

副
団

長
団

　
長

団
本

部

第
１

分
団

第
２

分
団

第
８

分
団

音
楽

隊
分

団

団
長

副
団

長
  

６
名

第
１

消
防

部

第
２

消
防

部

第
１

消
防

部

第
２

消
防

部

第
１

消
防

部

第
２

消
防

部

第
９

分
団

第
1
0
分

団

１
～

５
班

１
～

５
班

１
～

２
班

１
～

２
班

１
～

３
班

１
～

３
班

第
１

消
防

部

第
２

消
防

部

１
班

１
班

第
１

消
防

部

第
２

消
防

部

１
班

１
班

第
３

消
防

部
１

班

第
３

消
防

部
１

班

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門
部
会

消
防
部

会

<
補
助
金
算
出
用
報
酬
額
>

(
町

)
(
市

)

1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

統
一

○
国

家
消

防
庁

の
定

め
る
準
則
に
よ
る
。
(
団
規
則
２
０
)

○
消
防
団
員
の
制
服
に
関
す

る
規

定
は

な
い

。
〈

正
副

団
長

、
分
団
長
お
よ
び
団
員
〉

・
制

服
（

上
下

）
、
制
帽
、
ネ
ク
タ
イ

・
活

動
服

（
上

下
）
、
活
動
帽

・
ベ

ル
ト

（
制

服
、
活
動
服
兼
用
）

・
ヘ

ル
メ

ッ
ト

・
脚

は
ん

・
防

火
服

（
各

班
２
年
に
１
着
）

〈
正

副
団

長
、

分
団
長
の
み
〉

・
夏

制
服

（
上

下
）
、
夏
制
帽

　
制

服
に

つ
い

て
は

、
各

務
原

市
の

現
行

制
度

に
統

一
す

る
。

た
だ

し
、

平
成

１
６

年
度

に
つ

い
て

は
、

旧
市

町
の

現
行

制
度

と
す

る
。

差 額

副
団

長
分

団
長

班
　

長

⇒

(
川

島
地

区
へ

の
対

応
)

部
　

長
2
2
,
5
0
0
円

2
1
,
5
0
0
円

　
消

防
団

員
の

報
酬

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

の
現

行
制

度
に

統
一

す
る

。
た

だ
し

、
川

島
地

区
に

お
い

て
は

、
平

成
１

６
年

度
は

川
島

町
の

現
行

制
度

と
し

、
平

成
１

７
、

１
８

、
１

９
年

度
に

限
り

、
各

務
原

市
の

現
行

制
度

と
の

差
額

分
を

補
助

金
と

し
て

消
防

団
に

交
付

す
る

。

5
0
,
0
0
0
円

4
0
,
0
0
0
円

3
1
,
0
0
0
円

2
7
,
0
0
0
円

分
団
長

副
分
団
長

1
0
0
,
0
0
0
円

団
　

員

副
分

団
長

団
　
長

部
　
長

班
　
長

4
1
,
0
0
0
円

4
1
,
0
0
0
円

団
　

長
副

団
長

2
2
,
5
0
0
円

分
団

長
副

分
団

長
部

　
長

1
回

1
,
5
0
0
円

団
　
員

3
9
,
0
0
0
円

2
1
,
5
0
0
円

音
楽

隊

出
動
手
当

3
5
,
0
0
0
円

班
　

長
団

　
員

1
回

1
,
5
0
0
円

1
,
5
0
0
円

1
回

5
0
,
0
0
0
円

5
0
,
0
0
0
円

4
1
,
0
0
0
円

4
1
,
0
0
0
円

調
整
方

針

協
議

項
目

#
R
E
F
!

消
防

団

#
R
E
F
!

協
議
細

目

調
整

方
針

各
務
原
市

川
島

町

４
．

報
酬

（
年

額
）

出
動

手
当

副
団
長

8
0
,
0
0
0
円

4
0
,
0
0
0
円

3
1
,
0
0
0
円

2
7
,
0
0
0
円

1
回

５
．

費
用

弁
償

自
動

車
班

出
初
式
手
当

訓
練

手
当

1
回

1
,
5
0
0
円

訓
練
手
当

警
戒
手
当

警
戒

手
当

1
回

1
,
5
0
0
円

出
初

式
手

当
1
回

0
円

６
．

制
服

機
関

員
手

当
1
回

0
円

1
回

1
5
0
,
0
0
0
円

（
本
部
分
団
へ
補
助
金
と

し
て
支
払
い
）

1
,
5
0
0
円

　
費

用
弁

償
に

つ
い

て
は

、
各

務
原

市
の

現
行

制
度

に
統

一
す

る
。

4
1
,
0
0
0
円

機
関
員
手
当

1
回

1
,
5
0
0
円

規
定
は
な
い
が
以
下
の
服
を
貸
与
し
て
い
る
。

〈
正
副
団
長
及
び
団
員
〉

　
・
夏
作
業
着
（
上
下
）
、
夏
作
業
帽

　
・
冬
作
業
着
（
上
下
）
、
冬
作
業
帽

　
・
ベ
ル
ト

　
・
長
靴

　
・
グ
ロ
ー
ブ
（
ケ
プ
ラ
ー
素
材
）

　
・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
防
火
服
（
各
分
団
5
着
）

〈
正
副
団
長
の
み
〉

　
・
制
服
（
上
下
）
、
ネ
ク
タ
イ
、
制
帽

川
島
地
区
の
消
防
団
へ
の
補
助
金
（

年
額

）
A
＝
川
島
町
の
現
行
制
度
で
試
算
し
た

報
酬

額
B
＝
各
務
原
市
の
制
度
を
適
用
し
た
場

合
で

試
算

し
た

報
酬

額
　
　

A
：
3
,
6
9
9
,
0
0
0
円
-
B
：
2
,
0
5
8
,
5
0
0
円
=
1
,
6
4
0
,
5
0
0
円

緩
和
措
置

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門
部
会

消
防
部

会

○
○

・
勤

務
年

数
が

５
年
以
上
の
退
団
者

（
消

防
団

員
等

公
務
災
害
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
基
準
に
よ
る
金

額
）

5
年
以
上

1
0
年
以
上

1
5
年
以
上

2
0
年
以
上

2
5
年

以
上

3
0
年

以
上

1
0
年
未
満

1
5
年
未
満

2
0
年
未
満

2
5
年
未
満

3
0
年

未
満

団
　

長
副

団
長

分
団

長
副
分
団
長

部
長

及
び
班
長

団
　

員
<
金
額
：
平
成
1
5
年
度
>

・
勤

務
年

数
が

３
年
以
上
５
年
未
満
の
退
団
者

・
勤
務
年
数
が
３
年
以

上
５

年
未

満
の

退
団

者
な

し
3
年

以
上

4
年

以
上

4
年

未
満

5
年

未
満

分
団
長
以
上

副
団
長
以
下

<
金
額
：
平
成
1
5
年
度
>

○
消

防
団

員
福

祉
共

済
、
消
防
団
員
火
災
共
済

○
消
防
団
員
福
祉
共
済

、
消

防
団

員
火

災
共

済

○
各

務
原

市
消

防
協

会
○

羽
島
郡
消
防
協
会

・
会

員
・
会
員

・
協

会
費

・
協
会
費

評
議
員
会
で
階
級
ご
と
に
定
め
た
額
(
一
般
会
費
：

1
,
5
0
0
円
～
1
0
,
3
0
0
円
)
を
団
員
が
納
入
す
る
。
（
個
人

負
担
）

羽
島
郡
四
町
で
人
口
、
均
等
、
団
員
数
を
も
と
に

算
出
し
た
額
を
町
が
負
担
し
て
い
る
。

勤
　
　
　
　
務
　
　
　
　
年
　
　
　
　
数

階
　

級

負
担

額

福
祉
共
済

3
,
0
0
0
円

3
,
0
0
0
円

2
6
2
,
0
0
0
円

3
5
7
,
0
0
0
円

※
羽
島
郡
消
防
協
会
に
つ
い
て
は
、
羽
島
郡

広
域
連
合
の
動
向
に
あ
わ
せ
調
整
す
る
。

８
．

消
防

団
福

祉
共
済

・
火

災
共

済
（
年

額
）

3
,
0
0
0
円

福
祉

共
済

掛
け
金

(
一

人
当
り
)

火
災

共
済

3
,
0
0
0
円

負
担
額

5
0
0
円

火
災
共
済

消
防

団
各
務
原
市

川
島

町

各
務

原
市

非
常

勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
奨
金
の

支
給

に
関

す
る

条
例

川
島
町
非
常
勤
消
防
団

員
に

係
る

退
職

報
奨

金
の
支
給
に
関
す
る
条
例

調
整
方

針

協
議

項
目

#
R
E
F
!

#
R
E
F
!

調
整

方
針

協
議
細

目

2
7
7
,
0
0
0
円

3
7
7
,
0
0
0
円

9
2
7
,
0
0
0
円

8
5
7
,
0
0
0
円

　
退

職
報

奨
金

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

の
現

行
制

度
に

統
一

す
る

。

6
0
,
0
0
0
円

7
5
,
0
0
0
円

1
4
2
,
0
0
0
円

階
　
級

勤
　

務
　

年
　

数

2
1
2
,
0
0
0
円

2
8
2
,
0
0
0
円

3
5
7
,
0
0
0
円

4
6
7
,
0
0
0
円

6
3
7
,
0
0
0
円

1
6
7
,
0
0
0
円

1
6
2
,
0
0
0
円

7
5
,
0
0
0
円

8
5
,
0
0
0
円

1
5
2
,
0
0
0
円

2
4
7
,
0
0
0
円

3
3
2
,
0
0
0
円

4
2
2
,
0
0
0
円

3
8
2
,
0
0
0
円

5
1
2
,
0
0
0
円

1
8
7
,
0
0
0
円

1
7
7
,
0
0
0
円

5
4
2
,
0
0
0
円

7
2
7
,
0
0
0
円

6
5
7
,
0
0
0
円

4
8
2
,
0
0
0
円

4
0
7
,
0
0
0
円

2
2
7
,
0
0
0
円

3
0
2
,
0
0
0
円

7
5
7
,
0
0
0
円

6
8
2
,
0
0
0
円

　
消

防
団

員
の

消
防

団
福

祉
共

済
・

火
災

共
済

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

の
現

行
制

度
に

統
一

す
る

。
た

だ
し

、
川

島
地

区
に

つ
い

て
は

、
平

成
１

６
年

度
は

川
島

町
の

現
行

制
度

と
し

、
平

成
１

７
、

１
８

、
１

９
年

度
に

限
り

、
各

務
原

市
の

現
行

制
度

と
の

差
額

分
を

補
助

金
と

し
て

消
防

団
に

交
付

す
る

。

各
務

原
市

消
防

団
、
各
務
原
市
消
防
職
員
等

羽
島
郡
四
町
の
消

防
団

員
、

羽
島

郡
広

域
連

合
の
消
防
職
員
等

７
．

退
職

報
奨

金

９
．

消
防

協
会

4
5
7
,
0
0
0
円

6
0
7
,
0
0
0
円

5
7
2
,
0
0
0
円

7
9
7
,
0
0
0
円

2
9
2
,
0
0
0
円

5
0
0
円

町
掛
け
金

(
一
人
当
り

)

5
0
0
円

5
0
0
円

団
員

福
祉
共
済
費
：
3
1
5
,
0
0
0
円
（
年
額
）

消
防
協
会
費
：
1
5
7
,
6
0
0
円
（
年
額
）

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



協議第４９号 

 

 

 

社会教育事業（スポーツ関係施設）の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

川島地区の「スポーツ関係施設」の休業日・使用時間・利用者の制限

については、個別の施設ごとに新市において決定する。 

使用料については、平成１７年度は現行制度のままとし、施設の規模・

性格を勘案しながら、個別の施設ごとに調整し、平成１８年度以降に新

市おいて見直しを行う。 

なお、各務原市の「スポーツ関係施設」については、現行制度のまま

存続する。 

 

  

 

 



専
門
部
会

教
育
部

会

川
島
中
学
校
格
技
場

学
校
教
育
に
支
障

の
あ

る
日

○
4
月
～
9
月
 
：
午
後
7
時
～
午
後
1
0
時

○
1
0
月
～
3
月
：
午
後
6
時
3
0
分
～
午
後
9
時
3
0
分

○
平
日
：
午
後
6
時

3
0
分

～
午

後
9
時

3
0
分

無
料

無
料

川
島
中
学
校
屋
内
運
動
場
（
体
育
館
）

川
島
小
学
校
屋
内
運
動
場
（
体
育
館
）

学
校
教
育
に
支
障

の
あ

る
日

○
4
月
～
9
月
 
：
午
後
7
時
～
午
後
1
0
時

○
1
0
月
～
3
月
：
午
後
6
時
3
0
分
～
午
後
9
時
3
0
分

○
平
日
：
午
後
6
時

3
0
分

～
午

後
9
時

3
0
分

無
料

無
料

川
島
中
学
校
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

各
務
原
西
高
校
庭

球
場

1
1
月
1
日
～
3
月
3
1
日

○
4
月
～
9
月
 
：
午
後
7
時
～
午
後
1
0
時

午
後
7
時
～
午

後
9
時

○
1
0
月
～
3
月
：
午
後
6
時
3
0
分
～
午
後
9
時
3
0
分

市
内
在
住
、
在
勤

、
在

学
者

が
1
0
人

以
上

の
団

体

1
面
　
1
時
間
：
1
0
0
円

1
面
　
1
時
間
：

8
2
0
円

川
島
小
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

1
1
月
1
日
～
3
月
3
1
日

○
4
月
～
9
月
 
：
午
後
7
時
～
午
後
1
0
時

午
後
6
時
3
0
分
～

午
後

9
時

3
0
分

○
1
0
月
～
3
月
：
午
後
6
時
3
0
分
～
午
後
9
時
3
0
分

利
用
制
限
な
し

1
面
　
1
時
間
：
2
6
0
円

1
時
間
：
2
,
0
6
0
円

使
用
時
間

使
用
料

　
使

用
料

の
取

扱
い

は
、

第
７

回
合

併
協

議
会

　
協

議
第

３
４

号
「

使
用

料
に

つ
い

て
は

…
施

設
の

規
模

や
性

格
を

勘
案

し
、

個
別

に
判

断
す

べ
き

も
の

は
、

個
別

の
施

設
ご

と
に

決
定

す
る

」
の

承
認

に
よ

る

毎
週
、
日
、
月
曜
日
・
年
末
年
始
（
1
2
月
2
9
日
～
1
月
3
日
）

利
用
制
限

○
1
0
名
以
上
の
団
体
で
町
に
在
住
、
在
勤
者
が

　
8
割
以
上
の
登
録
団
体

○
1
0
名
未
満
の
団
体
の
場
合
、
個
別
表
で
在

　
住
、
在
勤
者
数
を
定
め
て
い
る

使
用
料

休
業
日

休
業
日

利
用
者
の
制
限

使
用
料

毎
週
、
日
、
月
曜
日
・
年
末
年
始
（
1
2
月
2
9
日
～
1
月
3
日
）

市
内
在
住
、
在
勤

、
在

学
者

が
1
0
人

以
上

の
団

体
利
用
者
の
制
限

1
0
名
以
上
の
団
体
で
町
に
在
住
、
在
勤
者
が
8

割
以
上
の
登
録
団
体

使
用
時
間

名
称

休
業
日

1
0
名
以
上
の
団
体
で
町
に
在
住
、
在
勤
者
が
8

割
以
上
の
登
録
団
体

名
称

那
加
中
学
校
武
道

場
（

他
、

6
中

学
校

武
道

場
）

名
称

各
務

原
市

那
加

夜
間

屋
外

運
動

場
(
他

、
5
中

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
)

○
日
曜
日
、
祝
日

、
長

期
休

業
日

　
　
　
：
午
前
9
時

3
0
分

～
午

後
9
時

3
0
分

市
内
在
住
、
在
勤

、
在

学
者

が
1
0
人

以
上

の
団

体 ○
日
曜
日
、
祝
日

、
長

期
休

業
日

　
　
　
：
午
前
9
時

3
0
分

～
午

後
9
時

3
0
分

那
加
中
学
校
体
育

館
（
他
、
小
・
中
学

校
体

育
館

）

※
土
、
日
、
祝
日
、
長
期
休
業
日
は
、
使
用
時
間
が
異
な
る

調
整
方
針

協
議

項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
社

会
教

育
事

業
（

ス
ポ

ー
ツ

関
係

施
設

）
協
議
細
目

※
川

島
小

学
校

屋
内

運
動

場
（

体
育

館
）

に
つ

い
て

は
土

、
日
、

祝
日

、
長

期
休

業
日

は
、

使
用

時
間

が
異

な
る

毎
週

、
月

曜
日

・
年

末
年

始
（

1
2
月

2
9
日

～
1
月

3
日

）

○
毎
週
、
日
・
月
曜
日
、
年
末
年
始
（
1
2
月
2
9
日
～
1
月
3
日
）

1
0
名
以
上
の
団
体
で
町
に
在
住
、
在
勤
者
が
8

割
以
上
の
登
録
団
体

調
整

の
方

針
　
川
島
地
区
の
「
ス
ポ
ー
ツ
関
係
施
設
」
の
休
業
日
・
使
用
時
間
・
利
用
者
の
制
限
に
つ
い
て

は
、

個
別

の
施

設
ご

と
に

新
市

に
お

い
て

決
定

す
る

。
使

用
料

に
つ

い
て
は
、
平
成
１
７
年
度
は
現
行
制
度
の
ま
ま
と
し
、
施
設
の
規
模
・
性
格
を
勘
案
し
な
が
ら

、
個

別
の

施
設

ご
と

に
調

整
し

、
平

成
１

８
年

度
以

降
に

新
市

お
い

て
見
直
し
を
行
う
。
な
お
、
各
務
原
市
の
「
ス
ポ
ー
ツ
関
係
施
設
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
制
度

の
ま

ま
存

続
す

る
。

　
川

島
地

区
の

「
学

校
開

放
施

設
」

の
休

業
日

、
使

用
時

間
及

び
利

用
者

の
制

限
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

実
情

と
施

設
の

規
模

を
勘

案
し

な
が

ら
、

新
市

に
お

い
て

決
定

す
る

。

施
設

名
調

整
方

針
参
考
：
各

務
原

市
の

類
似

施
設

川
島
町

項
目

使
用
時
間

１
．
学
校
開
放
施

設

使
用
料

使
用
時
間

名
称

利
用
者
の
制
限

休
業
日

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門
部
会

教
育
部

会

川
島
町
小
網
堤
外
グ
ラ
ウ
ン
ド

各
務
原
市
勤
労
青

少
年

運
動

場
（
少
年
サ
ッ
カ
ー
場
、
少
年
野
球
場
）

午
前
8
時
3
0
分
～
午
後
5
時

○
4
～
8
月
　
　

：
午

前
7
時

～
午

後
7
時

○
9
、
1
0
、
3
月
：

午
前

7
時

～
午

後
6
時

○
1
1
～
2
月
 
　
：

午
前

7
時

～
午

後
5
時

利
用
制
限
な
し

無
料

無
料

川
島
町
総
合
ス
ポ
ー
ツ
公
園
町
民
プ
ー
ル

各
務
原
市
民
プ
ー

ル
7
月
1
0
日
～
9
月
1
日

毎
週
月
曜
日

午
前
1
0
時
～
午
後
4
時
3
0
分

午
前
9
時
～
午

後
6
時

利
用
制
限
な
し

利
用
制
限
な
し

一
般
　
　
　
：
3
0
0
円

中
学
生
以
下
：
1
0
0
円

回
数

券

回
数

券

回
数

券

　
使
用
料
の
取
扱
い
は
、
第
７

回
合
併
協
議
会
の
承
認
に
よ
る

調
整

方
針

○
年
末
年
始
（

1
2
月

2
8
日

～
1
月

4
日

）

毎
週
月
曜
日
・
年
末
年
始
（
1
2
月
2
9
日
～
1
月
3
日
）

○
祝
日
の
翌
日

（
祝
日
の
翌
日
が
土
、
日
曜
日
の
場
合

　
は

開
業

、
翌

週
の
月
曜
日
が
休
業
）

川
島
町

参
考
：

各
務

原
市

の
類

似
施

設

○
毎
週
木
曜
日

（
木
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開
業
、
翌

　
日

の
金

曜
日

と
翌
週
の
月
曜
日
が
休
業
）

　
「

川
島

町
小

網
堤

外
グ

ラ
ウ

ン
ド

」
の

休
業

日
、

使
用

時
間

及
び

利
用

者
の

制
限

に
つ

い
て

は
、

施
設

の
実

情
と

規
模

を
勘

案
し

な
が

ら
、

新
市

に
お

い
て

決
定

す
る

。

　
「

川
島

町
総

合
ス

ポ
ー

ツ
公

園
町

民
プ

ー
ル

」
の

休
業

日
、

使
用

時
間

及
び

利
用

者
の

制
限

に
つ

い
て

は
、

施
設

の
実

情
と

規
模

を
勘

案
し

な
が

ら
、

新
市

に
お

い
て

決
定

す
る

。

２
．

川
島

町
小

網
堤

外
グ

ラ
ウ

ン
ド

項
目

施
設

名
名

称

調
整
方

針

協
議

項
目

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱
い

　
社

会
教

育
事

業
（

ス
ポ

ー
ツ

関
係

施
設

）
協
議
細

目

名
称

川
島
町
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
み
使
用
可
能

（
施
設
の
ス
ペ
ー
ス
が
狭
い
た
め
、
一
般
の
利

用
を
制
限
し
て
い
る
）

休
業

日

使
用

時
間

利
用
者
の
制
限

使
用

料

3
,
0
0
0
円

小
・
中

学
生

1
人

1
回

5
0
0
円

3
0
0
円

5
,
0
0
0
円

利
用
者
の
制
限

使
用

料

1
人

1
回

高
校
生
、
シ
ル
バ
ー

、
保

護
者

1
人

1
回

8
,
0
0
0
円

一
般

8
0
0
円

○
年
末
年
始
（
1
2
月

2
9
日

～
1
月

2
日

）
使

用
時

間

３
．

川
島

町
総

合
ス

ポ
ー

ツ
公

園
町

民
プ

ー
ル

　
6
月
最
終
日
曜
日

～
9
月

第
1
日

曜
日

（
屋

外
プ

ー
ル

）

○
毎
週
木
曜
日

（
木
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開
業
、
翌

　
日

の
金

曜
日

と
翌
週
の
月
曜
日
が
休
業
）

　
　

た
だ

し
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
小
中
学
校
の

　
夏

季
休

業
日

の
間
は
休
業
し
な
い

○
祝
日
の
翌
日

（
祝
日
の
翌
日
が
土
、
日
曜
日
の
場
合

　
は

開
業

、
翌

週
の
月
曜
日
が
休
業
）

開
設

期
間

休
業

日

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門
部
会

教
育
部

会

川
島
町
総
合
ス
ポ
ー
ツ
公
園
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

各
務
原
勤
労
者
総

合
グ

ラ
ウ

ン
ド

○
毎
週
月
曜
日

○
年
末
年
始
（
1
2
月
2
9
日
～
1
月
3
日
）

午
前
8
時
3
0
分
～
午
後
5
時

利
用
制
限
な
し

無
料

夜
間
使
用
は
、
1
時

間
　

2
,
0
6
0
円

を
加

え
る

川
島
町
総
合
ス
ポ
ー
ツ
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

各
務
原
市
お
が
せ

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

○
毎
週
月
曜
日

○
年
末
年
始
（
1
2
月
2
9
日
～
1
月
3
日
）

○
年
末
年
始
（
1
2
月

2
8
日

～
1
月

4
日

）
午

前
8
時
3
0
分
～
午
後
5
時

○
6
～
8
月
　
　

　
　

：
午

前
7
時

～
午

後
7
時

○
3
～
5
、
9
、
1
0
月

 
：

午
前

8
時

～
午

後
5
時

○
1
、
2
、
1
1
、
1
2
月

：
午

前
9
時

～
午

後
4
時

利
用
制
限
な
し

無
料

1
面
　
1
時
間
：

4
1
0
円

使
用

料

○
1
0
名
以
上
の
団
体
で
町
に
在
住
、
在
勤
者
が

　
8
割
以
上
の
登
録
団
体

○
1
0
名
未
満
の
団
体
の
場
合
、
個
別
表
で
在

　
住
、
在
勤
者
数
を
定
め
て
い
る

○
毎
週
木
曜
日

（
木
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開
業
、
翌

　
　

日
の

金
曜

日
と
翌
週
の
月
曜
日
が
休
業
）

○
祝
日
の
翌
日

（
祝
日
の
翌
日
が
土
、
日
曜
日
の
場
合

　
　

は
開

業
、

翌
週
の
月
曜
日
が
休
業
）

休
業

日

使
用

時
間

名
称

休
業

日

利
用
者
の
制
限

使
用

時
間

利
用
者
の
制
限

使
用

料

名
称

４
．

川
島

町
総

合
ス

ポ
ー

ツ
公

園
多

目
的

グ
ラ

ウ
ン

ド

参
考
：

各
務

原
市

の
類

似
施

設

調
整
方

針

協
議

項
目

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱
い

　
社

会
教

育
事

業
（

ス
ポ

ー
ツ

関
係

施
設

）
協
議
細

目

調
整

方
針

施
設

名
項

目
川
島
町

1
0
名
以
上
の
団
体
で
町
に
在
住
、
在
勤
者
が
8
割

以
上
の
登
録
団
体

5
1
0
円

3
,
0
9
0
円

○
毎
週
木
曜
日

（
木
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開
業
、
翌

　
日

の
金

曜
日

と
翌
週
の
月
曜
日
が
休
業
）

被
保
険

者

午
前
7
時
～
午
後

9
時
3
0
分
（
ナ
イ
タ
ー
施
設
有
り
）

○
祝
日
の
翌
日

（
祝
日
の
翌
日
が
土
、
日
曜
日
の
場
合

　
は

開
業

、
翌

週
の
月
曜
日
が
休
業
）

○
年
末
年
始
（
1
2
月

2
8
日

～
1
月

4
日

）

1
時

間

５
．

川
島

町
総

合
ス

ポ
ー

ツ
公

園
テ

ニ
ス

コ
ー

ト

4
1
0
円

2
,
0
6
0
円

高
校
生
以

下
1
時

間
全

日

　
使
用
料
の
取
扱
い
は
、
第
７

回
合
併
協
議
会
の
承
認
に
よ
る

　
「

川
島

町
総

合
ス

ポ
ー

ツ
公

園
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
」

の
休

業
日

、
使

用
時

間
及

び
利

用
者

の
制

限
に

つ
い

て
は

、
施

設
の

実
情

と
規

模
を

勘
案

し
な

が
ら

、
新

市
に

お
い

て
決

定
す

る
。

そ
の

他
7
7
0
円

1
時

間
全

日

　
使
用
料
の
取
扱
い
は
、
第
７

回
合
併
協
議
会
の
承
認
に
よ
る

　
「

川
島

町
総

合
ス

ポ
ー

ツ
公

園
多

目
的

グ
ラ

ウ
ン

ド
」

の
休

業
日

、
使

用
時

間
及

び
利

用
者

の
制

限
に

つ
い

て
は

、
施

設
の

実
情

と
規

模
を

勘
案

し
な

が
ら

、
新

市
に

お
い

て
決

定
す

る
。

4
,
6
3
0
円

全
日

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門
部
会

教
育
部

会

川
島
町
総
合
ス
ポ
ー
ツ
公
園
野
球
場

各
務
原
市
民
球
場

○
毎
週
月
曜
日

○
年
末
年
始
（
1
2
月
2
9
日
～
1
月
3
日
）

○
1
2
月
1
5
日
～
2
月

末
日

午
前
8
時
3
0
分
～
午
後
5
時

利
用
制
限
な
し

無
料

1
0
,
3
0
0
円

1
,
0
3
0
円

7
,
2
1
0
円

　
「

川
島

町
総

合
ス

ポ
ー

ツ
公

園
野

球
場

」
の

休
業

日
、

使
用

時
間

及
び

利
用

者
の

制
限

に
つ

い
て

は
、

施
設

の
実

情
と

規
模

を
勘

案
し

な
が

ら
、

新
市

に
お

い
て

決
定

す
る

。

　
使
用
料
の
取
扱
い
は
、
第
７

回
合
併
協
議
会
の
承
認
に
よ
る

5
1
0
円

調
整
方

針

協
議

項
目

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱
い

　
社

会
教

育
事

業
（

ス
ポ

ー
ツ

関
係

施
設

）
協
議
細

目

調
整

方
針

施
設

名
項

目
川
島
町

参
考
：

各
務

原
市

の
類

似
施

設

1
,
5
4
0
円

名
称

休
業

日

使
用

時
間

1
時

間

1
0
名
以
上
の
団
体
で
町
に
在
住
、
在
勤
者
が
8
割

以
上
の
登
録
団
体

高
校
生

中
学
生
以

下

全
日

1
時

間
全

日
1
時

間
全

日
4
,
1
2
0
円

６
．

川
島

町
総

合
ス

ポ
ー

ツ
公

園
野

球
場

利
用
者
の
制
限

使
用

料

○
毎
週
木
曜
日

（
木
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開
業
、
翌

　
日

の
金

曜
日

と
翌
週
の
月
曜
日
が
休
業
）

○
祝
日
の
翌
日

（
祝
日
の
翌
日
が
土
、
日
曜
日
の
場
合

　
は

開
業

、
翌

週
の
月
曜
日
が
休
業
）

○
4
月
1
日
～
1
0
月

3
1
日

 
：

午
前

7
時

～
午

後
7
時

○
1
1
月
1
日
～
1
2
月

1
4
日

：
午

前
9
時

～
午

後
4
時

○
3
月
1
日
～
3
月

3
1
日

　
：

午
前

9
時

～
午

後
4
時

一
般

　

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



協議第５０号 

 

 

 

姉妹都市・国際交流事業（海外派遣事業等）の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

国際交流事業（海外派遣事業等）については、原則として、各務原市

の制度に統一するものとする。 

ただし、小学生の海外派遣事業など川島町国際交流協会が主体となっ

て実施している事業については、新市において決定する。 

 

  

 

 



専
門
部
会

産
業
部

会
　

各
種

事
務

事
業

の
取
扱
い

　
姉

妹
都

市
・

国
際

交
流

事
業

（
海

外
派

遣
事

業
等

）

事
業

名
中

学
生

海
外
派
遣
事
業

１
．

海
外

派
遣

事
業

各
務

原
市
在
住
の
中
学
生

選
考

方
法

実
績

年
度

参
加
者

９
，

０
８
０
千
円
(
平
成
１
５
年
度
予
算
)

団
体

名
各

務
原

国
際
協
会

川
島
町
国
際
交

流
協

会
目

的
・

広
く
町
民
に
国
際
交
流
の
機
会
を
提
供
す
る

・ ・

事
業

概
要

○
海
外
か
ら
の
訪

問
者

の
ホ

ー
ム

ス
テ

イ
受

け
入

れ

○
町
民
の
海
外
派

遣
、

文
化

芸
術

の
交

流
○
姉
妹
都
市
、
姉

妹
校

締
結

推
進

○
国

際
交
流
諸
団
体
と
の
協
力

○
国
際
交
流
団
体

と
の

協
力

○
そ

の
他
国
際
交
流
活
動
の
推
進
に
必
要
な
事
項

○
そ
の
他
目
的
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

事
業

補
助

金
各

務
原

国
際
協
会
事
業
補
助
金
　
５
０
０
千
円

川
島
町
国
際
交

流
協

会
補

助
金

　
２

，
７

０
０

千
円

（
平

成
１
５
年
度
予
算
）

（
平
成
１
５
年

度
予

算
）

○
日
本
国
内
在

住
の

外
国

籍
を

有
す

る
人

の
ホ

ー
ム

　
ス
テ
イ
受
け

入
れ

並
び

に
交

流

事
業

費

２
．

国
際

交
流

団
体

○
市

内
在
住
外
国
人
に
対
す
る
生
活
支
援

各
務

原
市
民
が
国
際
的
に
経
済
、
学
術
、
文
化
の
幅

広
い

交
流
を
積
極
的
に
推
進
し
、
国
際
化
に
対
応
で

き
る

街
づ
く
り
と
国
際
親
善
を
図
り
、
ひ
い
て
は
世

界
平

和
に
寄
与
す
る
。

内
、

参
加
者
負
担
額
４
，
０
０
０
千
円

世
界
の
人
々
と
相
互
理
解
を
図
り
友
情
関
係
を
樹
立
す

る 家
族
及
び
地
域
を
理
解
す
る
こ
と
に
努
め
、
心
豊
か
な

町
づ
く
り
を
推
進
す
る

　
（

日
本
語
講
座
、
各
種
生
活
情
報
の
提
供
な
ど
）

○
国

際
交
流
に
関
す
る
情
報
と
資
料
の
収
集
と
作
成

○
各

種
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

○
英

語
、
中
国
語
、
韓
国
語
等
の
外
国
語
講
座
実
施

1
5

1
1
1
2
1
3

対
象

者

調
整

方
針

目
的

時
代

を
担
う
青
少
年
を
海
外
に
派
遣
し
、
諸
外
国
に

対
す

る
理
解
と
国
際
協
調
の
精
神
を
養
成
し
、
国
際

的
視

野
と
高
い
市
民
意
識
を
も
っ
た
青
少
年
の
育
成

を
図

る
。

事
業

内
容

市
内

在
住

の
中

学
生

を
対

象
と

し
て

、
募

集
・
選

考
を

経
て

、
海

外
に

派
遣

す
る

。
派

遣
に

か
か

る
費

用
に

つ
い

て
は

、
派

遣
中

学
生

が
約

半
額

を
負

担
す

る
。

調
整

の
方

針

調
整
方

針

協
議

項
目

項
　

　
　

目
区

　
分

各
務
原
市

川
島

町

　
国

際
交

流
事

業
（

海
外
派
遣
事
業
等
）
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
各
務
原
市
の
制
度

に
統

一
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
小

学
生

の
海

外
派

遣
事

業
な

ど
川

島
町

国
際

交
流

協
会
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お

い
て

決
定

す
る

。

協
議
細
目

派
　
遣
　
先

米
国
　
ユ
タ
州

米
国
　
ユ
タ
州

米
国
多
発
テ
ロ
に
よ
り
中
止

　
国

際
交

流
団

体
に

つ
い

て
は

、
事

業
内

容
を

検
討

し
、

統
合

に
向

け
て

調
整

に
努

め
る

。

米
国
　
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ほ
か

3
0
名

4
0
名

3
9
名

4
0
名

米
国
　
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ほ
か

　
海

外
派

遣
事

業
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

、
各

務
原

市
の

現
行

制
度

に
統

一
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
小

学
生

の
海

外
派

遣
事

業
な

ど
川

島
町

国
際

交
流

協
会

が
主

体
と

な
っ

て
実

施
し

て
い

る
事

業
に

つ
い

て
は

、
新

市
に

お
い

て
決

定
す

る
。

学
校

教
育

課
、
国
際
協
会
に
よ
る
選
考
委
員
会
に
て

作
文

、
面

接
を
実
施

1
4

　
＜
参
考
＞

※
川
島
町
国
際
交
流
協
会
が
主
体
と
な
り
小
学
生
や
中
学
生
そ

れ
ぞ
れ
に
対
し
て
派
遣
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

事
 
業
 
名
：
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
体
験
研
修
（
小
学
生
）

　
　
　
　
　
シ
ド
ニ
ー
体
験
研
修
（
中
学
生
）

目
　
　
的
：
児
童
生
徒
に
国
際
交
流
の
機
会
を
提
供
す
る
。

事
業
内
容
：
川
島
町
内
の
小
・
中
学
生
を
対
象
と
し
て
募
集

　
　
　
　
　
し
海
外
へ
派
遣
す
る
。
渡
航
費
、
滞
在
費
は
協

　
　
　
　
　
会
が
負
担
し
、
残
り
を
個
人
負
担
し
て
い
る
。

対
 
象
 
者
：
川
島
町
在
住
の
小
・
中
学
生

選
考
方
法
：
書
類
審
査
、
面
接

実
　
　
績
：
（
平
成
1
5
年
度
）

　
　
　
　
　
　
小
学
生
８
名
：
米
国
　
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
）

　
　
　
　
　
　
中
学
生
５
名
：
豪
州
　
シ
ド
ニ
ー

（
そ
の
他
）

　
オ
イ
ス
カ
岐
阜
県
支
部
と
の
協
力
事
業
と
し
て
「
子
供
の

森
」
植
林
事
業
と
し
て
、
中
学
生
を
対
象
に
タ
イ
（
ラ
ン
プ
ー

ン
県
）
で
の
、
植
林
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
公
共
的
団
体
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
第
６
回
合
併
協

議
会
　
協
議
第
２
６
号
「
公
共

的
団
体
の
取
扱
い
…
で
き
る

限
り
合
併
時
に
統
合
で
き
る

よ
う
…
」
で
承
認
さ
れ
て
い

る
。

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門
部
会

産
業
部

会
　

姉
妹

都
市

・
国

際
交

流
事

業
（

海
外

派
遣

事
業

等
）

事
業

名
外

国
青

年
招
致
事
業
・
交
流
職
員
設
置
事
業

な
し

○ ○ ○

招
致

国
等

市
民

、
市
内
団
体
、
国
際
協
会
、
市
内
学
校
な
ど

事
業

費
１

２
，

０
４
５
千
円
（
平
成
１
５
年
度
予
算
）

事
業

名
国

際
交

流
サ
ロ
ン
設
置
事
業

な
し

市
民

（
市
内
在
住
外
国
人
を
含
む
）

設
置

場
所

事
業

費
５

，
２

９
７
千
円
（
平
成
１
５
年
度
予
算
）

加
入

団
体

財
団

法
人

　
オ
イ
ス
カ
岐
阜
県
支
部

財
団
法
人
　
オ
イ

ス
カ

岐
阜

県
支

部
５

．
そ

の
他

財
団

法
人

　
日
本
国
際
連
合
協
会
岐
阜
県
本
部

財
団
法
人
　
岐
阜

県
国

際
交

流
セ

ン
タ

ー
財

団
法

人
　
自
治
体
国
際
化
協
会

　
な
ど

ポ
ル
ト
ガ
ル
語

人
数

人
数

英
語
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語

３
．

海
外

青
年

招
致

事
業

等

ブ
ラ

ジ
ル

（
県
派
遣
）

交
流
員
招
致
国

ア
メ

リ
カ

合
衆
国

交
流
職
員
国
籍

韓
国

調
整

方
針

イ
ン

ド

1
人

1
人

1
人

1
人

対
応
言
語

英
語

対
応
言
語

韓
国
語

　
海

外
青

年
招

致
事

業
等

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

継
続

し
て

実
施

す
る

。

４
．

国
際

化
推

進
事

業

協
議
細
目

調
整
方

針

協
議

項
目

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱
い

項
　

　
　

目
区

　
分

各
務
原
市

事
業

内
容

川
島

町

国
際

交
流
員
招
致
・
交
流
職
員
設
置
に
よ
る
市
民

向
け

外
国
語
講
座
開
設

諸
外

国
と
の
交
流
窓
口
業
務

教
育

機
関
・
各
種
団
体
等
の
国
際
交
流
の
場
へ
の

派
遣

各
務

原
市

の
国
際
化
推
進
を
図
る
た
め
、
国
際
交
流

相
談

員
の

設
置
な
ど
、
国
際
交
流
サ
ロ
ン
の
整
備
・

運
営

充
実

を
め
ざ
す
。

事
業

内
容

国
際

交
流

員
・
交
流
職
員
な
ど
と
連
携
を
取
り

○
市

民
向

け
の
交
流
機
会
提
供

○
市

内
在

住
外
国
人
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

気
軽

な
国

際
交
流
の
場
と
し
て
運
営
に
努
め
る
。

対
象

者

　
国

際
化

推
進

事
業

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

継
続

し
て

実
施

す
る

。

　
加

入
団

体
に

つ
い

て
は

、
両

市
町

が
加

入
し

て
い

る
団

体
と

調
整

を
図

る
。

対
象

者
産

業
文

化
セ
ン
タ
ー
1
階

目
的

＜
参
考
＞

　
世
界
青
年
友
の
会

　
　
（
川
島
町
国
際
交
流
協
会
が
加
入
し
て
い
る
）

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



継 続 協 議 事 項 

第１０回 木曽川文化圏市町合併協議会 



専
門
部
会

福
祉
部

会

１
．

百
歳

祝
い

金

２
．

敬
老

祝
い

金

な
し

各
務
原
市
主
催

川
島
町
主
催

な
し

　
百

歳
祝

い
金

に
つ

い
て

は
、

合
併

す
る

日
を

も
っ

て
、

各
務

原
市

の
現

行
制

度
に

統
一

す
る

。

1
人

1
0
0
万
円
、

祝
い

状
、

記
念

品

5
千
円

7
5
～
7
6
歳

誕
生
日
当
日

1
万

円
１

万
2
千

円

7
7
～

7
9
歳

補
正
予
算
対

応
川
島
町
百
歳

長
寿

者
褒

賞
条

例
有
（
青
井
信

尚
福

祉
事

業
基

金
）

町
長
か
ら
の

手
渡

し

予
算

7
5
歳
以
上
の
者

す
べ

て
8
8
歳

以
上

住
所
を
有
す
る

４
月

１
日

以
前

の
生

ま
れ

の
7
5

歳
以
上
の
者

【
7
5
歳
以
上
は
記
念
品
、
8
8
歳
は
座
布
団
と
記
念
品

が
祝
い
金
と
と
も
に
贈
答
（
8
0
歳
以
上
の
夫
婦
に
は

カ
ス
テ
ラ
も
）
】

7
,
7
7
0
千
円

1
4
0
人

1
8
0
人

3
2
0
人

1
3
0
人

1
0
0
歳
到
達

（
1
0
年

以
上

在
住

）
1
0
0
歳
到
達

予
算

1
,
3
0
0
千
円
（
演
芸
大
会
：
1
,
2
0
5
千
円
）

平
成
１
０
年
度
よ
り
「
節
目
支
給
」
に
変
更

（
４
千
万
円
削
減
）

⇒
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に
財
源
転
換

祝
い

金
額

等

特
記

事
項

２
月
（
１
週
間
）

対
象

者
及

び
参

加
者

対
象

要
件

（
年

度
中

）

誕
生
日
当
日

支
給

方
法

各
務
原
市
敬
老
祝
い
金
支
給
条
例

無 市
長
か
ら
の
手
渡
し

調
整
方

針

協
議

項
目

　
各

種
事

務
事

業
の

取
扱
い

　
高

齢
者

福
祉

事
業

協
議
細

目

年
毎
の
予
測
対
象
者

　
敬

老
事

業
で

あ
る

百
歳
祝
い
金
、
敬
老
祝
い
金
、
古
希
の
賀
、
敬
老
会
行
事
、
老
人
文
化

週
間

行
事

に
つ

い
て

は
、

各
務

原
市

の
現

行
制

度
に

統
一

す
る

。
　

高
齢

者
生

活
支

援
事
業
、
在
宅
介
護
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
各
務
原
市

の
現

行
制

度
に

統
一

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
川

島
町

で
実

施
し

て
い

る
「

い
き

い
き

デ
イ

サ
ー
ビ
ス
事
業
」
「
展
望
浴
場
」
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
も
引

き
続

き
実

施
す

る
。

調
整

の
方

針

予
算

4
～
5
人

1
0
万
円
、
顕
彰
状
、
花
束

5
0
0
千
円

各
務
原
市

調
整

方
針

川
島

町

３
．

古
希

の
賀

と
敬

老
会

行
事

４
．

老
人

文
化

週
間

行
事

項
　

　
　

　
目

区
　

　
　

分
対

象
要

件
（

年
度

中
）

祝
い

金
額

等

根
拠

基
金

の
有

無

支
給

時
期

対
象
年
齢
の
区
分

老
人
趣
味
の
会
の
発
表
の
機
会
を
作
り
、
趣

味
と
生
き
が
い
を
高
め
る

①
年
度
内
に
7
0
歳
を
迎
え
る
者
の
み

②
6
0
歳
以
上
の
者
で
整
理
券
必
要

囲
碁
、
将
棋
、
演
芸
大
会
、
俳
句
、

作
品
展
示

予
算

6
,
5
1
0
千
円

開
催

時
期

・
期

間

行
事

目
的

民
生
委
員
に
よ
り
配
布

①
式
典
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

②
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
み

9
月
第
１
水
曜
日

行
事

項
目

主
催

者

支
給

方
法

行
事

内
容

時
期

根
拠

1
0
人

1
万
円

1
万
5
千
円

2
万
円

8
9
9
人

3
2
3
人

1
4
,
0
3
5
千
円

各
務
原
市
敬
老
祝
い
金
支
給
条
例

年
毎
の
予
測
対
象
者

7
7
歳
・
8
8
歳
・
9
9
歳
到
達
（
節
目
支
給
）

7
7
歳

8
8
歳

9
9
歳

　
新

市
の

住
民

を
対

象
に

継
続

し
て

実
施

す
る

。

　
古

希
の

賀
と

敬
老

会
行

事
に

つ
い

て
は

、
平

成
１

７
年

度
か

ら
各

務
原

市
の

現
行

制
度

に
統

一
す

る
。

　
敬

老
祝

い
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

１
７

年
度

か
ら

各
務

原
市

の
現

行
制

度
に

統
一

す
る

。

8
0
～

8
7
歳

な
し

敬
老
会
式
典

の
時

に
支

給

2
7
5
千
円

７
千

円

式
典
、
ア
ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

敬
老
祝
い
金
を

こ
の

式
典

で
支

給
敬
老
の
日
（
祝

日
）

①
…

昼
の

部
②

…
夜

の
部

※
予
算
：
H
1
5
年
度
当
初
予
算
　

　
　

木
曽

川
文

化
圏

市
町

合
併

協
議

会



専
門
部
会

福
祉
部

会

6
,
8
0
6
人
　
（

平
成

1
4
年

度
実

績
）

な
し

1
食
あ
た
り
3
0
0
円

2
1
,
3
9
3
食
（
平
成
1
4
年
度
実
績
）

設
置
費
用
を
補
助
（
利
用
料
は
利
用
者
側
で
負
担
）

年
間
　
1
2
万
円

　
1
4
人
　
（
平
成
1
4
年
度
実
績
）

・
地
域
ケ
ア
推
進
事
業

・
生
活
管
理
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
　
な
ど

※
　

高
額

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

な
ど

、
両

市
町

が
同
一
基
準
に
て
実
施
し
て
い
る
事
業
は
、
調
整
を
必
要
と
し
な
い

た
め

省
略

し
、

新
市

に
お

い
て

も
同

様
に

実
施

す
る

。

支
給

金
額

支
給

実
績

各
務

原
市

で
実

施

事
業

内
容

等

１
１

．
外

国
人

高
齢
者

福
祉

金
支

給
事
業

１
２

．
そ

の
他

６
．

展
望

浴
場

８
．

給
食

(
配
食

)
サ
ー

ビ
ス

事
業

９
．

徘
徊

高
齢

者
検
知

ｼ
ｽ
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第１０回 木曽川文化圏市町合併協議会 



「合併協議項目」の協議状況  (H15.11.14現在)

基本的協議項目

提案日 協議状況 承認日 調整方針

1
H15.6.25
（第3回）

承認
H15.6.25
（第3回）

羽島郡川島町を廃し、その区域を各務原市へ編入す
る編入合併とする。

2
H15.6.25
（第3回）

承認
H15.11.1
（第8回）

平成16年11月1日（月）とする。

3
H15.6.25
（第3回）

承認
H15.11.1
（第8回）

新市の名称は、「各務原市」とする。

4
H15.6.25
（第3回）

承認
H15.6.25
（第3回）

現各務原市役所の位置とする。

5
H15.6.25
（第3回）

承認
H15.6.25
（第3回）

両市町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべ
て新市に引き継ぐものとする。

合併特例法に規定されている協議項目

提案日 協議状況 承認日 調整方針

6
H15.7.9
（第4回）

承認
H15.8.8
（第5回）

合併後、編入された区域の住民の意見を新市の行政
に反映させるため、合併特例法の「在任特例」及び「定
数特例」を適用するものとする。

7
H15.7.9
（第4回）

承認
H15.7.9
（第4回）

川島町農業委員会は各務原市農業委員会に統合す
る。
合併特例法の規定を適用し、川島町の農業委員のう
ち、選挙で選出された12人は、各務原市の農業委員の
在任期間だけ在任する。

8
H15.7.9
（第4回）

継続協議

【協議内容】原則として各務原市の制度に統一する。
ただし、個人市民税の均等割、法人市民税の法人税
割及び都市計画税については、不均一課税を実施す
る。
（都市計画税の不均一課税の方法については専門部
会・幹事会において協議中）

9
H15.7.9
（第4回）

承認
H15.7.9
（第4回）

川島町の定数内の職員は、すべて各務原市の職員と
して引き継ぐものとする。

10 ※事務レベルで、計画素案を作成中

その他必要な協議項目

提案日 協議状況 承認日 調整方針

11
H15.7.9
（第4回）

承認
H15.7.9
（第4回）

(1)川島町の常勤の特別職（三役及び教育長）及び執
行機関の委員（教育委員会の委員等）については、合
併の前日をもって失職する。
(2)付属機関等の委員については、法令等に定めのあ
る場合は、その規定を適用する。
なお、該当規定のない場合は、両市町の長が別に協
議して定めるものとする。

12
H15.8.8
（第5回）

承認
H15.8.8
（第5回）

条例、規則等は、各務原市の条例、規則等を適用す
る。
ただし、各種事務事業の調整内容を踏まえて、条例、
規則等の新規制定、一部改正等を行うものとする。

13

14

15
H15.10.7
（第7回）

承認
H15.10.7
（第7回）

使用料については、原則として、各務原市に統一する
ものとする。ただし、施設の規模や性格を勘案し、個別
に判断すべきものは、個別の施設ごとに決定する。
手数料については、原則として、各務原市に統一する
ものとする。

協議項目

合併の方式

合併の期日

新市の名称

新市の事務所の位置

財産の取扱い

議会議員の定数及び任期の取扱い

農業委員会の委員の定数及び任期
の取扱い

協議項目

地方税の取扱い

一般職の職員の身分の取扱い

新市建設計画

協議項目

特別職の身分の取扱い

条例、規則等の取扱い

事務組織及び機構の取扱い

一部事務組合等の取扱い

使用料、手数料の取扱い

かかみがはらし



16
H15.9.5
（第6回）

承認
H15.9.5
（第6回）

公共的団体の取扱いについては、新市の速やかな一
体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しなが
ら、そのあり方について以下の方針により調整を行う。
①両市町に共通する団体は、それぞれの団体の理解
と協力を得ながら、できる限り合併時に統合できるよう
調整に努める。
②統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて
検討が進められるよう調整に努める。
③独自の目的を持った団体については、それぞれ自
主的な判断に委ねる。

17
H15.10.7
（第7回）

承認
H15.10.7
（第7回）

補助金、交付金等について、原則として、各務原市に
統一するものとする。

18
H15.8.8
（第5回）

承認
H15.10.7
（第7回）

川島町内の町の名称を変更する。
川島町内の現行の町の名称の前に「川島」を付したも
のを変更後の町の名称とする。

19
H15.9.5
（第6回）

承認
H15.9.5
（第6回）

市章、シンボルマーク、市民憲章、市の木・市の花につ
いては、各務原市の現行のものを使用する。
都市宣言については、両市町の現行のものを新市に
継承する。

20
H15.8.8
（第5回）

承認
H15.8.8
（第5回）

国民健康保険料（税）の賦課業務に関しては、原則と
して各務原市の現行制度に統一するものとする。

21
H15.9.5
（第6回）

承認
H15.9.5
（第6回）

介護保険料については、原則として各務原市の制度に
統一するものとする。ただし、合併する日が属する年度
及びこれに続く１年度は、不均一賦課を実施する。

22

（１）友好都市提
携・国際交流事業

（都市交流）
H15.8.8
（第5回）

承認
H15.8.8
（第5回）

現在両市町で行っている国際・国内都市交流について
はこれを尊重し、新市においても継続する。

H15.9.5
（第6回）

承認
H15.9.5
（第6回）

電算システムについては、原則として、川島町の電子
データを各務原市のシステムに移行し一元化するもの
とする。

H15.8.8
（第5回）

承認
H15.8.8
（第5回）

広報紙、ウェブサイト（ホームページ）、まちづくりを語る
会、市民相談などの各種広報広聴関係事業について
は、各務原市に統一する。

（コミュニティバ
ス）

H15.8.8
（第5回）

承認
H15.8.8
（第5回）

旧川島町区域の住民サービスの低下を防ぎ、市役所
本庁舎への交通アクセスを確保するため、市ふれあい
バスに（仮称）川島線を新設する。

（防犯灯及び道
路照明灯）

H15.11.14
（第9回）

承認
H15.11.14
（第9回）

防犯灯及び道路照明灯の設置、維持管理について
は、原則として、各務原市の現行制度に統一するもの
とする。なお、両市町が維持管理してきた合併以前の
既設分については、新市が引き続き維持管理を行う。
ただし、川島町の町内会内に設置されているもので
「防犯灯」としての性格を有するものについては、平成
１７年度から５年を目処に自治会の維持管理へ移行す
る。

H15.11.14
（第9回）

承認
H15.11.14
（第9回）

　「川島町保健センター」については、川島地区の健康
福祉の中核施設とし、その名称を「川島健康福祉セン
ター」とする。
各種保健予防事業については、原則として、各務原市
の現行制度に統一するものとする。ただし、各事業の
細部及び各市町で実施している事業・計画について
は、今後調整を図る。

H15.10.7
（第7回）

承認
H15.10.7
（第7回）

障害者の福祉制度については、原則として、各務原市
の現行制度に統一するものとする。ただし、川島町が
実施し、各務原市が未実施である「補助犬育成費助成
事業」については、新市においてもこれを実施する。ま
た、川島町の「障害者小規模授産所」についても、新
市にて引き続き実施する。

H15.10.7
（第7回）

一部継続協議

【協議内容】高齢者福祉事業については、原則として、
各務原市に統一するものとする。なお、川島町で実施
している「いきいきデイサービス事業」「展望浴場」につ
いては、新市においても引き続き実施する。
（「百歳祝い金」「敬老祝い金」については、継続協議
扱い）

介護保険事業の取扱い

各種事務事業の取扱い

公共的団体の取扱い

（２）電算システム事業

（３）広報広聴関係事業

補助金、交付金等の取扱い

町名、字名の取扱い

慣行の取扱い

国民健康保険事業の取扱い

（５）交通関係事業

（４）消防防災関係事業

（６）保健事業

（７）障害者福祉事業

（８）高齢者福祉事業



H15.11.14
（第9回）

継続協議

【協議内容】保育料については、原則として、各務原市
の現行制度に統一するものとする。ただし、平成１７年
度より最長３年間の不均一保育料とし、段階的に調整
する。
「放課後児童対策事業」と各市町で実施しているその
他の児童福祉事業については、新市においても引き
続き実施する。

H15.10.7
（第7回）

承認
H15.10.7
（第7回）

生活保護、母子・父子家庭事業については、各務原市
の現行制度に統一する。

H15.11.14
（第9回）

承認
H15.11.14
（第9回）

農林水産関係事業については、原則として、各務原市
の現行制度とし、新市においても引き続き実施するも
のとする。

（融資事業）
H15.10.7
（第7回）

承認
H15.10.7
（第7回）

融資事業については、各務原市の現行制度に統一す
る。

（イベント、広域
観光）

H15.11.14
（第9回）

承認
H15.11.14
（第9回）

イベント事業、広域観光事業については、当分の間、
現行のとおりとし、新市において調整する。

（１４）建設関係事
業

（都市計画）
H15.8.8
（第5回）

承認
H15.8.8
（第5回）

合併後速やかに岐阜都市計画区域内の川島町地域を
各務原都市計画区域に変更するとともに、その内容を
見直し、一体的な都市基盤整備を図る。

（１５）上・下水道
事業

（下水道）
H15.11.14
（第9回）

継続協議

【協議内容】１．「下水道使用料金」については、原則と
して、各務原市の現行制度に統一するものとする。た
だし、「料金の徴収方法」については、合併後、早い時
期に各務原市の現行制度に統一する。
２．「排水設備工事助成金」については、原則として、
廃止するものとする。ただし、川島処理区においては、
平成１９年度まで現行制度を存続する。
３．「下水道受益者負担金」については、それぞれの市
町の現行制度のまま存続する。なお、「前納報奨金制
度」については、各務原市の現行制度に統一し、「農地
等の徴収猶予制度」については、川島町の現行制度を
基本に統一する。
４．「水洗便所改造等資金利子補給」については各務
原市の現行制度に統一する。

H15.9.5
（第6回）

承認
H15.9.5
（第6回）

義務教育の取扱いについては、原則として各務原市の
現行制度に統合するものとする。
なお、川島町の小中学校の就学区域（校区）について
は、現行のままとする。

（公民館）
H15.9.5
（第6回）

承認
H15.9.5
（第6回）

川島町公民館の名称を「各務原市川島公民館」とす
る。休館日及び開館時間は、合併までに調整し統一を
図る。利用者については各務原市の例による。
川島町公民館主催事業は合併後５年を目処に事業の
継続について調整する。

（歴史民俗資料
館）

H15.9.5
（第6回）

承認
H15.9.5
（第6回）

「川島町ふるさと史料館」を「各務原市川島ふるさと史
料館」に名称変更する。
休館日及び開館時間は、合併までに調整し統一を図
る。

（図書館）
H15.9.5
（第6回）

承認
H15.9.5
（第6回）

｢川島町ほんの家｣を｢各務原市中央図書館｣の分館と
し、名称を｢各務原市川島ほんの家｣とする。
休館日及び開館時間は、合併までに調整し統一を図
る。利用者については、各務原市の例による。

（１８）その他事業
（指定金融機関
等）

H15.10.7
（第7回）

承認
H15.10.7
（第7回）

指定金融機関は、現行の各務原市の指定金融機関と
する。収納代理金融機関として、現行の各務原市が指
定する機関に加えて、新たに岐阜南農業協同組合及
びいちい信用金庫を指定する。

（１３）商工・観光
関係事業

（１７）社会教育事
業

（９）児童福祉事業

（１０）その他の福祉事業

（１１）環境事業

（１２）農林水産関係事業

（１６）学校教育事業



第１１回以降の合併協議会開催日程について

回 年月日（曜日） 時　間 場　　　　　所

第１１回合併協議会 平成15年12月13日（土） 14:00
各務原市産業文化センター
８階第１特別会議室

第１２回合併協議会 平成16年  1月15日（木） 14:00 未定

第１３回合併協議会 平成16年  2月  4日（水） 14:00 未定
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